
参考資料５

農業用ダムの洪水調節機能強化の取組状況について

○ 近年の水害の激甚化等を踏まえ、令和元年11月26日に
「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」を設
置し、総合的な検討を開始。

同年12月12日に「基本方針」が策定され、一級水系の
ダムについては、令和２年の出水期から新たな運用を開
始できるよう、５月までに水系ごとに治水協定を締結す
ることが明記。

○ これを踏まえ、農業用水を含むダム354基（うち農林水
産省所管ダム265基）について治水協定を締結。

○ 本年の出水期から、本治水協定に基づき、事前放流※１

や時期ごとの貯水位運用※２により、既存ダムの有効貯水
容量を洪水調節に活用する新たな運用を開始。

【治水協定の概要】
治水協定は、水系ごとに河川管理者と全てのダム管理者及び関

係利水者との間で、農業用ダムを含む既存ダムの洪水調節機能
を強化し、ダムの統一的な運用を行うための協定。
（協定の内容）

・洪水調節の機能強化の基本方針
・事前放流の実施方針 等

＜農業用水を含むダムの内訳＞

区分 ダム数（基） うち、農林水産省所管※３（基）

１級河川 ３５４ ２６５

２級河川 １６９ １５４

計 ５２３ ４１９

※１：台風等の最大3日前から、水位を低下させて洪水を調節するため
の容量を確保する運用

※２：水利用への補給を行う可能性が低い期間等に事前放流した状態と
同等の状態とする運用

※３：農業利水者が管理するダム
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